
広報のべおか広告掲載基準 

 

（趣旨） 

１ この基準は、広報のべおか広告取扱要領第２条に規定する基準を定めるものである。 

 

（広告の掲載位置等）  

２ 広告を掲載する位置は、広報のべおかの「暮らしのひろば」ページの最下段とする。 

 

（広告の規格等）  

３ 広告の規格は次のとおりとする。 

（１）広告枠のサイズ 縦４.６㎝×横１７.９５㎝  

（２）使用色 １色（グレースケール） 

（３）広告を告知するロゴ（縦５㎜×横８㎜）を広告欄の右上に入れること。 

 

（広告の掲載枠数） 

４ 広告の掲載可能枠数は各号４枠とする。 

 

（解像度） 

５ 広告物の文字、写真、イラスト等の解像度については、鮮明に見えるように適切な処理

を行うこととする。 

 

 

別紙３ 


